
令和 １７　年　 ８ 月　１０　日

 農 業 委 員 会 会 長  　殿

   譲　受　人　

   譲　渡　人　

㎡

計 ㎡

４．転用の計画

　要

６．添 付 書 類 （１）　 転用土地の位置図

（２）　届出地の登記簿謄本　（全部事項証明書）

（３）　その農地が賃貸借の目的となっている場合には、その解約等を証する書面

　る契約の内容

所有権

３．権利を設定、 そ　　の　　他権利の設定移転の時期 権利の存続期間
　移転しようとす

権　利　の　種　類 権利の設定移転の別

（田　　　　　　　　　400 ㎡，　畑　　　　　　　　  　　    ㎡）

耕作者氏名面　　　積
地　　　目

現　況登記簿 氏　　　　　名

岡山花子400

　 土 　　地　　 の　　 所　 　在２．土地表示等

市   町   村 大    字 字

赤磐市 下　市 後

955-1111

譲 渡 人 等 　赤磐市下市１０００ ４１ 農　業 955-6174

    所 等 譲 受 人 等 ４０

当事者の別 住　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 年　　齢 職　　　　　　　業 電　　話　　番　　号１．当事者の住

    岡　山　　花　子
担当地区

農業委員確認欄

移　転

    赤　磐　　太　郎 ㊞

整 理 番 号

　害防除施設の概

　付近の土地、作

工 事 完 了 時 期

５．転用すること
　によって生ずる

　物、家畜等の被

　 接道する部分以外はコンクリートよう壁を設置し、土砂の流出を防ぐ。
　 営業排水は浄化槽から、雨水は敷地の全周に設置するＵ字溝から、沈砂マスを経て
 既存水路へ排水する。

農地法第5条第１項第６号の規定による農地転用届出書

農 業 委 員 会

受 付 年 月 日

㊞

     　下 記 の と お り 転 用 の た め 農 地  （ 採草放牧地 ） の 所 有 権  （　         　　　　）  を 移 転    　　

　（　　　  　　　　　）　 し た い の で 、農 地 法 第 5 条 第 １ 項第６号 の 規 定 に よ り 届け出 ま す 。

飲食業

田

土地所有者

400

　赤磐市下市３４４

　飲食店を建設する

　鉄骨造　平屋建　スレート　１５０㎡

　　　令和　　　１７　　年　　　　１２　月　　　　　１　日

転用の目的に係る事業

工 事 着 工 時 期

又  は  施  設  の  概  要

転　用　の　時　期

転　用　の　目　的

　　　令和　　　１７　　年　　　　　９　月　　　　　１　日

地　　番

令和17年9月1日 永　年

702-1 岡山花子田

赤

岡山

赤

岡山


